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諮問庁：法務大臣 

諮問日：平成３０年４月１７日（平成３０年（行個）諮問第７５号） 

答申日：平成３１年３月２０日（平成３０年度（行個）答申第２１２号） 

事件名：本人の帰化許可申請の手続に関する文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１に掲げる通し番号１ないし通し番号１９１（以下，順に「通し番

号１」ないし「通し番号１９１」という。）の文書に記録された保有個人

情報（以下，併せて「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一

部を不開示とした決定については，別紙２に掲げる部分を開示すべきであ

る。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

う。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年１２月１２

日付け○法総第１４９３号により特定地方法務局長（以下「処分庁」とい

う。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，不開

示部分の開示を求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）審査請求書 

不許可理由についての説明が全くなく，再度の申請（帰化許可申請を

指す。）について判断ができず，可能な限り開示されたい。 

（２）意見書 

   ア 総論 

（ア）法１４条６号及び７号柱書きの趣旨は，行政機関等の適正な意思

決定のための規定であり，当該意思決定が終了すれば，当該情報は

開示されてしかるべきである。 

（イ）仮に意思決定は「当該」のものに限らず「将来予定されている同

種の」ものまで含まれるとするのであれば，将来の事務又は事業の

適正な遂行への支障といえるものが認められなければならず， 

「支障」の程度は名目的なものでは足りず，実質的なものが要求さ

れ，「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく法的保護に

値する蓋然性が必要である。 

（ウ）また，内閣府審査会（情報公開・個人情報保護審査会を指す。）
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答申平成１７年度（行個）第４号は意見評価に係るものについては

法１４条７号柱書きに該当し得るが，他方，客観的な事実経過や既

に相談者（本件の場合，審査請求人）自身に告げた内容について同

号柱書きには該当しないとしている。 

イ 各論 

以下，理由説明書（下記第３）２のかっこ書き番号に従い意見を述

べる。 

（ア）通し番号１０の電話聴取録の「要旨」欄について 

総論（イ）に述べた法的保護に値する蓋然性について明示され

ていない。 

（イ）通し番号１２ないし１５の文書について 

そもそも文書の名称，要旨が表示されておらず，検討の余地がな

い。少なくとも文書の名称，要旨は開示すべきである。 

（ウ）通し番号２２の国籍・身分関係等認定調書について 

将来予定されている同種の事務又は事業の適正な遂行への支障 

といえるものが認められなければならず，「支障」の程度は名目的

なものでは足りず，実質的なものが要求され「おそれ」の程度も単

なる確率的な可能性ではなく法的保護に値する蓋然性について明示

されていない。 

   （エ）通し番号１２２ないし１３２の文書について 

 （イ）に同じ 

（オ）通し番号１３３ないし１３５の文書について 

  （イ）に同じ 

（カ）通し番号１３９ないし１７２の文書について 

（イ）に同じ。なお，法１４条２号イに該当する可能性がある 

と思われる。 

（キ）通し番号１７３及び１７４の口頭聴取録「要旨」欄について 

   総論（ウ）で述べたとおり，審査請求人自身に告げられた内容で

あって不開示事由には該当しない。 

   ウ 以上により，本件対象保有個人情報の内容に係る情報について開示

がなされるべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求について 

処分庁は，審査請求人からされた，本件対象保有個人情報の開示請求に

ついて，当該文書（原文ママ）は，法１４条２号，６号及び７号柱書きに

該当するとして原処分を行った。 

本件審査請求は，本件対象保有個人情報の不開示部分の開示を求めるも
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のである。 

２ 原処分が適法であることについて 

（１）通し番号１０の電話聴取録の「要旨」欄について 

当該部分に記載された情報は，公開することを予定していない電話で

の会話を記録したものであり，まさに帰化許可申請についての協議・検

討内容に係る情報であるから，これらの情報が開示されると，率直な意

見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれ，ひいては事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。 

したがって，これらの情報は，法１４条６号及び７号柱書きに該当す

る。 

（２）通し番号１２ないし通し番号１５の文書について 

これらの文書に記載された情報は，まさに帰化許可申請についての 

協議・検討内容に係る情報であるから，これらの情報が開示されると，

職員（法務局職員を指す。以下同じ。）が，申請者やその関係者から

無用の誤解，反発を招くことを憂慮するあまり，率直な意見の交換又

は意思決定の中立性が不当に損なわれ，ひいては事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるといえる。 

したがって，これらの情報は，法１４条６号及び７号柱書きに該当

する。 

（３）通し番号２２の国籍・身分関係等認定調書について 

当該文書に記載された情報は，まさに帰化許可申請についての協 

議・検討内容に係る情報であるから，これらの情報が開示されると，

職員が，申請者やその関係者から無用の誤解，反発を招くことを憂慮

するあまり，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわ

れ，ひいては事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。 

したがって，これらの情報は，法１４条６号及び７号柱書きに該当

する。 

（４）通し番号１２２ないし通し番号１３２の文書について 

これらの文書に記載された情報は，まさに帰化許可申請についての

協議・検討内容に係る情報であるから，これらの情報が開示されると，

職員が，申請者やその関係者から無用の誤解，反発を招くことを憂慮

するあまり，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわ

れ，ひいては事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。 

したがって，これらの情報は，法１４条６号及び７号柱書きに該当

する。 

（５）通し番号１３３ないし通し番号１３５の文書について 

これらの文書には，審査請求人以外の個人に関する情報であって， 
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当該情報に含まれる氏名により審査請求人以外の特定の個人を識別でき

る情報が含まれており，法１４条２号に該当する。 

また，これらの文書に記載された情報は，まさに帰化許可申請につい

ての協議・検討内容に係る情報であるから，これらの情報が開示される

と，職員が，申請者やその関係者から無用の誤解，反発を招くことを憂

慮するあまり，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわ

れ，ひいては事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。 

したがって，これらの情報は，法１４条６号及び７号柱書きにも該当

する。 

（６）通し番号１３９ないし通し番号１７２の文書について 

これらの文書に記載された情報は，まさに帰化許可申請についての 

協議・検討内容に係る情報であるから，これらの情報が開示されると，

職員が，申請者やその関係者から無用の誤解，反発を招くことを憂慮す

るあまり，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれ，

ひいては事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。 

したがって，これらの情報は，法１４条６号及び７号柱書きに該当す

る。 

（７）通し番号１７３及び通し番号１７４の口頭聴取録「要旨」欄について 

当該部分に記載された情報は，公開することを予定していない電話 

での会話を記録したものであり，まさに帰化許可申請についての協議・

検討内容に係る情報であるから，これらの情報が開示されると，率直な

意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれ，ひいては事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。 

したがって，これらの情報は，法１４条６号及び７号柱書きに該当す

る。 

（８）通し番号１７６の文書について 

当該文書には，審査請求人以外の個人に関する情報であって，当該情

報に含まれる氏名により審査請求人以外の特定の個人を識別できる情報

が含まれており，法１４条２号に該当する。 

また，当該文書に記載された情報は，まさに帰化許可申請についての

協議・検討内容に係る情報であるから，これらの情報が開示されると，

職員が，申請者やその関係者から無用の誤解，反発を招くことを憂慮す

るあまり，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれ，

ひいては事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。 

したがって，これらの情報は，法１４条６号及び７号柱書きにも該当

する。 

（９）通し番号１７８ないし通し番号１８０の文書について 
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これらの文書に記載された情報は，まさに帰化許可申請についての協

議・検討内容に係る情報であるから，これらの情報が開示されると， 

職員が，申請者やその関係者から無用の誤解，反発を招くことを憂慮す

るあまり，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれ，

ひいては事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。 

したがって，これらの情報は，法１４条６号及び７号柱書きに該当す

る。 

 ３ 結語 

処分庁が原処分をしたことは適法であり，本件審査請求は理由がない。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成３０年４月１７日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年５月１４日     審議 

④ 同年６月１１日     審査請求人から意見書を収受 

⑤ 同年１１月３０日    本件対象保有個人情報の見分及び審議 

⑥ 平成３１年２月４日   審議 

⑦ 同月１５日       審議 

⑧ 同年３月１８日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件開示請求は，「特定年月日Ａ付け帰化許可申請の手続に関する一

切。」に記録された保有個人情報の開示を求めるものであるところ，処

分庁は，別紙１に掲げる文書に記録された保有個人情報（本件対象保有

個人情報）を特定した上で，別紙１のとおり，そのうちの通し番号１な

いし通し番号９，通し番号１１，通し番号１６ないし通し番号２１，通

し番号２３ないし通し番号１２１，通し番号１３６ないし通し番号１３

８，通し番号１７５，通し番号１７７及び通し番号１８１ないし通し番

号１９１の文書に記録された保有個人情報についてはその全部を開示し

たが，通し番号１０，通し番号１２ないし通し番号１５，通し番号２２，

通し番号１２２ないし通し番号１３５，通し番号１３９ないし通し番号

１７４，通し番号１７６及び通し番号１７８ないし通し番号１８０の文

書に記録された保有個人情報については，その全部又は一部（不開示部

分及びその不開示理由は，それぞれ別紙１の「不開示部分」欄及び「不

開示理由」欄のとおり。以下「本件不開示部分」という。）が法１４条

２号，６号及び７号柱書きの不開示情報に該当するとして，当該部分を

不開示とする原処分を行った。 
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これに対し，審査請求人は，原処分の取消しを求めているが，諮問庁

は，原処分を妥当としていることから，以下，本件対象保有個人情報の

見分結果を踏まえ，本件不開示部分の不開示情報該当性について検討す

る。 

２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）本件対象保有個人情報が記録された文書について 

   本件対象保有個人情報が記録された文書は，別紙１のとおり，審査請

求人が特定年月日Ａ付けで行った帰化許可申請（特定地方法務局特定受

付番号，特定年月日Ｂ不許可決定。以下「本件帰化許可申請」とい

う。）に係る手続に関する書類一式であって，書留・特定記録郵便物等

受領証（通し番号１）を先頭に，電話聴取録（通し番号１０及び通し番

号１７５），帰化許可申請書（通し番号２１），国籍・身分関係等認定

調書（通し番号２２）等から構成されている一連の文書であると認めら

れる。 

（２）諮問庁の説明の要旨 

本件不開示部分のうち，①通し番号１０の電話聴取録の「要旨」欄の

記載内容部分，②通し番号１２ないし通し番号１５の文書の全部，③通

し番号２２の国籍・身分関係等認定調書の補記欄の記載内容部分，④通

し番号１２２ないし通し番号１３５及び通し番号１３９ないし通し番号

１６８の文書の全部，⑤通し番号１６９の文書の全部，⑥通し番号１７

０ないし通し番号１７２の文書の全部，⑦通し番号１７３及び通し番号

１７４の口頭聴取録の「要旨」欄の記載内容部分，⑧通し番号１７６の

文書の全部，⑨通し番号１７８及び通し番号１７９の文書の全部並びに

⑩通し番号１８０の文書の全部に記録された保有個人情報に係る不開示

部分には，本件帰化許可申請に関する職員間の協議・検討の内容に係る

情報が含まれているところ，当該情報は，上記第３の２（１）ないし

（９）のとおり，法１４条６号及び７号柱書きに該当する。 

また，本件不開示部分のうち，通し番号１３３ないし通し番号１３５

及び通し番号１７６の文書に記録された保有個人情報に係る不開示部分

には，審査請求人以外の個人に関する情報であって，当該情報に含まれ

る氏名により審査請求人以外の特定の個人を識別することができる情報

が含まれており，法１４条２号にも該当する。 

（３）検討 

ア 上記（２）①の不開示部分について 

標記の不開示部分には，法務省の担当者と特定地方法務局の担当者

との間でやり取りされた，本件帰化許可申請の許否判断に関する職

員の評価や内部的な意見等の記載があり，これは上記の許否判断に
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関する国の機関の内部又は相互間の審議，検討又は協議に関する情

報に該当すると認められるところ，そのような記載内容に，当該情

報が公開することを予定していない電話での会話を記録したもので

ある旨の諮問庁の説明を覆すに足りる事情はないことも併せ考慮す

ると，当該情報を開示した場合，職員が不利益処分を受けた帰化許

可申請者又はその関係者等から無用の誤解や反発を招くことを憂慮

するなどして，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれがあると認められることから，標記の不開示部分は，

法１４条６号に該当し，同条７号柱書きについて判断するまでもな

く，不開示としたことは妥当である。 

   イ 上記（２）②の不開示部分について 

     標記の不開示部分のうち，別紙２（１）に掲げる部分を除く部分に

は，本件帰化許可申請に係る調査の対象者に係る氏名，年齢，国籍，

居住期間等に関する調査結果の記載があり，これは本件帰化許可申

請の許否判断に関する国の機関の内部又は相互間の審議・検討又は

協議に関する情報に該当すると認められるところ，当該情報を開示

した場合，上記アと同様の状況が生じることにより，職員の率直な

意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

と認められることから，当該部分は，法１４条６号に該当し，同条

７号柱書きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当

である。 

     ただし，標記の不開示部分のうち，別紙２（１）に掲げる部分につ

いては，その記載内容に照らし，当該部分に係る情報を開示するこ

とにより，上記アのような状況が生じるおそれがあるとまでは認め

られず，したがって，これを開示しても，職員の率直な意見の交換

又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは認めら

れず，国籍事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとも認め

られないから，当該部分は，法１４条６号及び７号柱書きのいずれ

にも該当せず，開示すべきである。 

ウ 上記（２）③の不開示部分について 

     標記の不開示部分には，本件帰化許可申請に係る申請者の国籍・身

分関係等の認定に係る審査の内容をうかがわせる記載があり，これ

は本件帰化許可申請の許否判断に関する国の機関の内部又は相互間

の審議，検討又は協議に関する情報に該当すると認められるところ，

そのような事柄の性質上，当該情報を開示した場合，上記アと同様

の状況が生じることにより，職員の率直な意見の交換又は意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められることから，



 8 

標記の不開示部分は，法１４条６号に該当し，同条７号柱書きにつ

いて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

エ 上記（２）④の不開示部分について 

標記の不開示部分には，特定地方法務局が，本件帰化許可申請の許

否判断に関して収集した情報であって，許否判断をする上で参考に

する内容をうかがわせる記載があり，これは国の機関の内部又は相

互間の審議・検討又は協議に関する情報に該当すると認められると

ころ，そのような事柄の性質上，当該情報を開示した場合，上記ア

と同様の状況が生じることにより，職員の率直な意見の交換又は意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められること

から，標記の不開示部分は，法１４条６号に該当し，同条７号柱書

き（通し番号１３３ないし通し番号１３５の文書の関係では併せて

同条２号）について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当

である。 

   オ 上記（２）⑤の不開示部分について 

標記の不開示部分のうち，別紙２（２）に掲げる部分を除く部分に

は，特定地方法務局の電話による調査の結果であって，本件帰化許

可申請の許否判断に係る着眼点等をうかがわせる記載があり，これ

は国の機関の内部又は相互間の審議・検討又は協議に関する情報に

該当すると認められるところ，当該情報を開示した場合，上記アと

同様の状況が生じることにより，職員の率直な意見の交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められることか

ら，当該部分は，法１４条６号に該当し，同条７号柱書きについて

判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

ただし，標記の不開示部分のうち，別紙２（２）に掲げる部分につ

いては，その記載内容に照らし，当該部分に係る情報を開示するこ

とにより，上記アのような状況が生じるおそれがあるとまでは認め

られず，したがって，これを開示しても，職員の率直な意見の交換

又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは認めら

れず，国籍事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとも認め

られないから，当該部分は，法１４条６号及び７号柱書きのいずれ

にも該当せず，開示すべきである。 

   カ 上記（２）⑥の不開示部分について 

標記の不開示部分のうち，別紙２（３）に掲げる部分を除く部分に

は，本件帰化許可申請に係る申請者の国籍，身分関係，生計その他

の事項を調査した結果等，本件帰化許可申請の許否判断に係る着眼

点等をうかがわせる記載があり，これは国の機関の内部又は相互間
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の審議・検討又は協議に関する情報に該当すると認められるところ，

そのような事柄の性質上，当該情報を開示した場合，上記アと同様

の状況が生じることにより，職員の率直な意見の交換又は意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがあり，又は特定の者に不当に

利益を与えるおそれがあると認められることから，当該部分は，法

１４条６号に該当し，同条７号柱書きについて判断するまでもなく，

不開示としたことは妥当である。 

ただし，標記の不開示部分のうち，別紙２（３）に掲げる部分につ

いては，その記載内容に照らし，当該部分に係る情報を開示するこ

とにより，上記アのような状況が生じるおそれがあるとまではいえ

ず，これを開示しても，職員の率直な意見の交換又は意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれや，特定の者に不当に利益を与える

おそれがあるとは認められず，国籍事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとも認められないから，当該部分は，法１４条６号

及び７号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

   キ 上記（２）⑦の不開示部分について 

標記の不開示部分には，本件帰化許可申請に係る申請者である審査

請求人の供述内容を整理し，又は要約したものであって，本件帰化

許可申請の許否判断に係る着眼点等をうかがわせる記載があり，こ

れは国の機関の内部又は相互間の審議・検討又は協議に関する情報

に該当すると認められるところ，そのような記載内容に，これが公

開することを予定していない電話での会話を記録したものである旨

の諮問庁の説明を覆すに足りる事情はないことも併せ考慮すると，

そのような事柄の性質上，当該情報を開示した場合，上記アと同様

の状況が生じることにより，職員の率直な意見の交換又は意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められることから，

標記の不開示部分は，法１４条６号に該当し，同条７号柱書きにつ

いて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

   ク 上記２（２）⑧の不開示部分について 

標記の不開示部分には，本件帰化許可申請の許否判断に係る事項を

調査した結果等を整理したものであって，本件帰化許可申請の許否

判断に係る着眼点等をうかがわせる内容や，本件帰化許可申請につ

いての協議，検討内容に係る内容の記載があり，これは国の機関の

内部又は相互間の審議・検討又は協議に関する情報に該当すると認

められるところ，そのような事柄の性質上，当該情報を開示した場

合，上記アと同様の状況が生じることにより，職員の率直な意見の

交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認め
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られることから，標記の不開示部分は，法１４条６号に該当し，同

条２号及び７号柱書きについて判断するまでもなく，不開示とした

ことは妥当である。 

   ケ 上記（２）⑨の不開示部分について 

標記の不開示部分には，本件帰化許可申請に係る検討結果を整理し

たものであって，本件帰化許可申請の許否判断に係る着眼点等をう

かがわせる内容や，本件帰化許可申請についての協議・検討内容に

係る内容の記載があり，これは国の機関の内部又は相互間の審議・

検討又は協議に関する情報に該当すると認められるところ，そのよ

うな事柄の性質上，当該情報を開示した場合，上記アと同様の状況

が生じることにより，職員の率直な意見の交換又は意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれがあると認められることから，標記の

不開示部分は，法１４条６号に該当し，同条７号柱書きについて判

断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

   コ 上記（２）⑩の不開示部分について 

標記の不開示部分には，本件帰化許可申請の検討等の過程を推測さ

せる記載があり，これは国の機関の内部又は相互間の審議・検討又

は協議に関する情報に該当すると認められるところ，そのような事

柄の性質上，当該情報を開示した場合，上記アと同様の状況が生じ

ることにより，職員の率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがあると認められることから，標記の不開示

部分は，法１４条６号に該当し，同条７号柱書きについて判断する

までもなく，不開示としたことは妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

 ４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，６号及び７号柱書きに該当するとして不開示とした決定については，

別紙２に掲げる部分を除く部分は，同条６号に該当すると認められるので，

同条２号及び７号柱書きについて判断するまでもなく，不開示としたこと

は妥当であるが，別紙２に掲げる部分は，同条６号及び７号柱書きのいず

れにも該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第１部会） 

委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史
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別紙１ 本件対象保有個人情報が記録された文書 

 

審査請求人（特定年月日Ｂ不許可決定。特定年月日Ａ特定受付番号（特定地

方法務局））の帰化許可申請（本件帰化許可申請）の手続に関する書類一式 

（具体的には，下記の文書である。） 

 

通し番号 文書名 不開示部分 不開示理由

（法１４条

の適用号） 

１ 書留・特定記録郵便物等受領証   

２，３ 特定地方法務局戸籍課発出法務

省民事局民事第一課宛て「受領

書の送付について」 

  

４～６ 特定地方法務局長通知「帰化許

可申請の結果について」 

  

７～９ 法務省民事局第一課長通知「帰

化の不許可について」 

  

１０ 電話聴取録 「要旨」欄の記

載内容部分 

６号及び７

号柱書き 

１１ 特定地方法務局長発出「帰化許

可申請書類の進達について」 

  

１２～１５ 文書 全部 同上 

１６，１７ 親族の概要   

１８，１９ 履歴書 その 1   

２０ 履歴書 その２   

２１ 帰化許可申請書   

２２ 国籍・身分関係等認定調書 補記欄の記載内

容部分 

同上 

２３，２４ 帰化の動機書   

２５ 宣誓書   

２６～２８ 国籍公証書   

２９～３５ 旅券の写し   

３６～３９ 出生公言書   

４０～４３ 父母の婚姻公証書   

４４～４７ 親族関係公証書   

４８～５０ 申述書   
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５１ 戸籍謄本（夫）   

５２～５３ 除籍謄本（夫）   

５４ 除籍謄本（前夫）   

５５～６１ 平成２６年２月１３日付け法務

省管情第２-１４６８７号法務

大臣通知「保有個人情報の開示

をする旨の決定について」 

  

６２～７２ 照会分回答整理番号○○-○○

○ 

  

７３～７５ 平成２５年１１月１４日付け法

務省管情第１-３５４４８号法

務大臣通知「保有個人情報の開

示をする旨の決定について」 

  

７６～７８ 住民票   

７９ 在留カードの写し   

８０ 生計の概要 その１   

８１ 生計の概要 その２   

８２ 事業の概要   

８３ 営業許可書   

８４ 社交飲食店営業許可書   

８５～８８ 平成２６年分の確定申告書   

８９～９１ 平成２５年分の確定申告書   

９２ 平成２６年分申告所得税及復興

特別所得税納税証明書（その

１) 

  

９３ 平成２５年分申告所得税及復興

特別所得税納税証明書（その

１) 

  

９４ 平成２４年分申告所得税納税証

明書（その１) 

  

９５ 平成２３年分申告所得税納税証

明書（その１) 

  

９６ 平成２６年分申告所得税及復興

特別所得税納税証明書（その

２） 

  

９７ 平成２５年分申告所得税及復興   
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特別所得税納税証明書（その

２) 

９８ 平成２４年分申告所得税納税誕

明書（その２) 

  

９９ 平成２３年分申告所得税納税証

明書（その２) 

  

１００ 平成２６年分消費税及地方消費

税納税証明書（その１) 

  

１０１ 平成２５年分消費税及地方消費

税納税証明書（その１） 

  

１０２ 平成２４年分消費税及地方消費

税納税証明書（その１) 

  

１０３ 平成２３年分消費税及地方消費

税納税証明書（その１) 

  

１０４ 在勤及び給与証明書（夫）   

１０５ 平成２６年分給与所得の源泉徴

収票（夫） 

  

１０６ 破産決定公告   

１０７ 破産手続開始決定   

１０８ 破産決定   

１０９ 平成２６年度個人事業税納税証

明書 

  

１１０ 平成２５年度・平成２４年度個

人事業税納税証明書 

  

１１１ 平成２６年度市・府民税納税証

明書（申請者） 

  

１１２ 平成２６年度市・府民税納税証

明書（夫） 

  

１１３ 平成２６年度市・府民税課税証

明書（申請者） 

  

１１４ 平成２６年度市・府民税課税証

明書（夫） 

  

１１５～ 

１１９ 

ねんきんネット（年金記録照

会：郵送用印刷） 

  

１２０， 

１２１ 

ねんきん定期便   
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１２２～ 

１２４ 

文書 全部 ６号及び７

号柱書き 

１２５～ 

１２８ 

文書 全部 同上 

１２９～ 

１３２ 

文書 全部 同上 

１３３～ 

１３５ 

文書 全部 ２号，６号

及び７号柱

書き 

１３６ 運転記録証明書   

１３７ 運転免許証   

１３８ ＳＤカード   

１３９ 文書 全部 ６号及び７

号柱書き 

１４０～ 

１６８ 

文書 

 

全部 同上 

１６９ 文書 全部 同上 

１７０～ 

１７２ 

文書 全部 同上 

１７３ 口頭聴取録 「要旨」欄の記

載内容部分 

同上 

１７４ 口頭聴取録 同上 同上 

１７５ 電話聴取録   

１７６ 文書 全部 ２号，６号

及び７号柱

書き 

１７７ 運転免許証（夫）   

１７８， 

１７９ 

文書 全部 ６号及び７

号柱書き 

１８０ 文書 全部 同上 

１８１ 上申書   

１８２～ 

１８６ 

高中卒業証明書   

１８７ 残高証明書 特定金融機関発行   

１８８ 賃貸借保証委託契約書   

１８９， 居宅付近の略図等   
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１９０ 

１９１ 在留カードの写し   
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別紙２ 開示すべき部分 

 

区分 通し番号 開示すべき部分 

（１） １２ 表題 

本文１段目の左から１番目から４番目までの各欄 

本文２段目の左から１番目から４番目まで，７番目及

び８番目の各欄 

１３ 表題 

１４ 左から１列目の上段 

左から２列目の上から５番目の欄 

１５ １段目の左から１番目の欄 

３段目の左から１番目の欄 

（２） １６９ 上から１段目，２段目及び４段目の全部 

上から５段目の左から１番目及び３番目の各欄 

上から６段目の全部 

（３） １７０ 表題 

本文１段目の左から１番目及び３番目の各欄 

本文２段目から６段目のそれぞれ左から１番目の欄 

１７１ ６段目及び１１段目のそれぞれ左から１番目の欄 

１７２ １段目の一番左の欄 

最下段の左側の欄 

 

 

 


